
申
請
は
お
済
み
で
す
か

電
力
・
ガ
ス
・
食
料
品
等
価
格

高
騰
重
点
支
援
給
付
金

電
力
・
ガ
ス
・
食
料
品
等
の
価
格
高
騰

に
よ
る
負
担
増
を
踏
ま
え
、
特
に
家
計
へ

の
影
響
が
大
き
い
低
所
得
世
帯
（
住
民
税

非
課
税
世
帯
等
）
に
対
し
て
、
1
世
帯
あ

た
り
3
万
円
を
給
付
し
ま
す
。

●
支
給
対
象
世
帯

①
住
民
税
非
課
税
世
帯
／
基
準
日
（
令
和

5
年
（
2
0
2
3
年
）
6
月
1
日
に
お

い
て
、
有
田
川
町
の
住
民
基
本
台
帳
に
登

録
さ
れ
て
お
り
、
世
帯
全
員
の
令
和
5
年

度
（
2
0
2
3
年
度
）
の
住
民
税
が
非

課
税
で
あ
る
世
帯
（
基
準
日
以
降
、
申
請

日
ま
で
の
間
に
世
帯
全
員
が
死
亡
し
た
場

合
、
ま
た
は
有
田
川
町
か
ら
転
出
し
た
世

帯
は
除
く
）

※
7
月
20
日
（
木
）
に
支
給
対
象
と
思
わ

れ
る
世
帯
主
の
方
に
確
認
書
を
発
送
し

て
い
ま
す
。

※
住
民
票
の
住
所
と
居
住
地
が
違
う
場

合
な
ど
で
、
確
認
書
が
届
か
な
い
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
提
出
期
限
が
過
ぎ
る
と

給
付
金
が
受
け
取
れ
な
く
な
り
ま
す
の

で
、
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
修
正
申
告
な
ど
に
よ
り
、
世
帯
全
員
の

令
和
5
年
度
（
2
0
2
3
年
度
）
分

の
住
民
税
均
等
割
が
非
課
税
と
な
っ
た

場
合
は
、
対
象
と
な
り
ま
す
。
世
帯
主

か
ら
の
申
請
が
必
要
に
な
り
ま
す
の

で
、
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

②
家
計
急
変
世
帯
／
住
民
税
非
課
税
世
帯

に
該
当
し
な
い
世
帯
の
う
ち
、
予
期
せ
ず

令
和
5
年
（
2
0
2
3
年
）
1
月
～
8

月
の
家
計
が
急
変
し
、
同
一
世
帯
に
属
す

る
全
員
が
令
和
5
年
度
（
2
0
2
3
年

度
）
分
の
住
民
税
均
等
割
非
課
税
世
帯
と

同
様
の
事
情
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
世
帯

※
世
帯
主
か
ら
の
申
請
が
必
要
に
な
り
ま

す
の
で
、
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
そ
の
他

①
②
の
い
ず
れ
も
世
帯
の
全
員
が
住
民

税
均
等
割
が
課
税
さ
れ
て
い
る
方
の
扶
養

親
族
等
に
な
っ
て
い
る
場
合
は
、
支
給
の

対
象
外
と
な
り
ま
す
。

●
支
給
金
額
／
1
世
帯
あ
た
り
3
万
円

●
提
出
期
限
／
9
月
29
日
（
金
）

問

有
田
川
町
電
力
・
ガ
ス
・
食
料
品
等
価

格
高
騰
重
点
支
援
給
付
金
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー
（
金
屋
庁
舎
・
1
階
応
接
室
）

☎
0
1
2
0
‐
5
5
5
‐
6
8
8

（
9
時
～
18
時
／
土
日
祝
を
除
く
）

続けてみよう！

手話で「しりとり」していきましょう。
皆さんはどんな言葉をつなげていきますか？

手話でしりとり！「ク○○」

右手の人差し指を曲げ
て、頭の上に掲げる。

先月号の答えは
「６」でした！今月の答えは次号で発表！

ヒント
問題をだして、相手に答えさせる遊び。
また、その問題。

※手話は、使う人やコミュニケーションをとる相
手などによって異なるため、ここで紹介してい
る手話と違う表現を使うことがあります。

お知らせお知らせ

425 広報ありだがわ　2023.9


